
別添第一③ 

法第五条二号本文に関する判断基準 

 

 

一 「法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政

法人を除く。以下「法人等」という。）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)「法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政

法人を除く。以下「法人等」という。）に関する情報」 

 

「法人等」には、株式会社等商法上の会社、財団法人、社団法人、学校法人、

宗教法人、政治団体、外国法人及び権利能力なき社団等が含まれる。解散等によ

り現在存在していない法人等について、「法人その他の団体」に含まれる場合が

ある。ただし、一般的には、権利利益が承継された法人の問題として、その正当

な利益等を判断する。 

「法人その他の団体に関する情報」は、法人等の組織及び事業に関する情報の

ほか、法人等の権利利益に関する情報等法人等と何らかの関連性を有する情報

をいう。したがって法人等の事業活動を行う上での内部管理に属する経営方針、

経理及び人事等に関する情報、生産、技術、営業、販売その他の事業活動に関す

る情報のほか、名誉、社会的信用及び社会的活動の自由等法人の権利利益に関す

る情報等が含まれる。複数の法人等に関する情報を合算した数値が、当該数値に

関連する諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして、特定の法人等又は特定の業

界団体に関する情報となる場合は、本規定に該当する場合があることに留意す

る。 

法人については、名称、所在地及び役員等は登記により公開されており、法第

五条第二号イ又は同号ロの規定に該当する場合を除き、当該情報は開示する。 

法人ではない事業を営む個人の当該事業に関する情報並びに権利能力なき社

団等の名称及び住所等についても、同規定に該当する場合を除き、開示すること

となるが、同規定に該当するかどうかの判断に当たっては、登記が行われていな

二 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を

除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関す

る情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護す

るため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの 

ロ 独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの

であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものそ

の他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的で

あると認められるもの 



い事情をも考慮する。 

なお、法人等の構成員に関する情報は、法人等に関する情報であると同時に、

構成員各個人に関する情報でもある。 

 

(2)「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが

必要であると認められる情報を除く。」 

 

情報を公にすることにより保護される人の生命及び健康等の利益と、当該情

報を公にしないことにより保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益と

を比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときには、当該情報

を開示する。 

現実に人の生命又は健康等に被害が発生している場合に限られず、将来これ

らが侵害される蓋然性が高い場合も本規定に該当する。 

 

二 「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあるもの」（イ） 

 

(1)「権利」 

 

信教の自由、集会及び結社の自由、学問の自由並びに財産権等法的保護に値す

る権利一切をいう。 

 

(2)「競争上の地位」 

 

法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位をいう。例えば、製

造又は販売等において他社に優る地位等がある。 

 

(3)「その他正当な利益」 

 

ノウハウ及び信用等法人等又は事業を営む個人の運営上の地位を広く含むも

のであり、法令上又は社会通念上保護されることが相当である当該法人等又は

事業を営む個人の利益をいう。 

 

(4)「害するおそれ」 

 

「害するおそれ」があるかどうかの判断をするに当たっては、法人等又は事業

を営む個人の性格並びに権利利益の内容及び性質等に応じ、当該法人等又は事



業を営む個人の憲法上の権利（例えば、信教の自由又は学問の自由等）の保護の

必要性及び当該法人等又は事業を営む個人と独立行政法人等との関係等を十分

考慮する。なお、この「おそれ」の判断に当たっては、単なる確率的な可能性で

はなく、法的保護に値する蓋然性を必要とする。 

公にされる情報自体からは正当な利益を害するおそれはないが、個人識別情

報と同様に、他の情報と照合することにより害するおそれがある情報について

は、不開示とする。 

 

（不開示となることがある情報の例） 

イ 事業活動を行う上で内部管理に属する経営方針、経理、人事、研修及び

社内管理体制等に関する情報 

ロ 生産、技術、営業、販売、運営その他の事業活動に関する情報 

ハ 名誉、社会的信用、社会的活動の自由及び知的所有権等、法人等の権利

利益に関する情報 

 

三 「独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された

ものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされて

いるものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に

照らして合理的であると認められるもの」（ロ） 

 

法人等又は事業を営む個人から公にしないとの条件の下に任意に提供された

情報（文書による情報に限られず、例えば法人等から口頭で提供された情報であ

って、独立行政法人等側で文書等に記録したものを含む。）については、当該条

件が合理的なものである限り、不開示とする。事業を営む個人以外の個人から提

供される情報は、当該個人との信頼と期待を保護する必要がある場合には、法第

五条第一号により、不開示とする。 

 

(1)「独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された

もの」 

 

独立行政法人等の要請を受けずに、法人等又は事業を営む個人から提供され

た情報は含まれない。ただし、独立行政法人等の要請を受けずに法人等又は事業

を営む個人から提供申出があった情報であっても、提供に先立ち、法人等又は事

業を営む個人の側から非公開の条件が提示され、独立行政法人等が合理的理由

があるとして当該条件を受諾した上で提供を受けた情報は、本規定に該当する。 

「要請」には、法令に基づく報告又は提出の命令は含まれないが、独立行政法

人等が報告徴収権限を有する場合でも、当該権限を行使することなく、任意に提



出を求めた場合は含まれる。 

「公にしない」とは、第三者に対して当該情報を提供しない意味である。また、

特定の行政目的以外の目的には使用しないとの条件で情報の提供を受ける場合

も含まれる。 

「条件」については、独立行政法人等の側から公にしないとの条件で情報を提

供してほしいと申し入れる場合及び法人等又は事業を営む個人の側から独立行

政法人等の要請があったので情報は提供するが公にしないでほしいと申し出る

場合が含まれるが、いずれの場合も双方の合意により成立する。「公にしないと

の条件」は口頭による確認で足りる。 

また、条件を設ける方法については、黙示的なものを排除しない。情報提供時

に「公にしないとの条件」が明確に確認されていない場合であっても、当時の状

況から判断して情報提供者側も「公にしない」ことを前提としている場合には、

「公にしないとの条件」が成立する。 

 

(2)「法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものそ

の他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合

理的であると認められるもの」 

 

「法人等又は個人における通例」とは、当該法人等又は個人の個別具体的な事

情ではなく、当該法人等又は個人が属する業界（業界に準ずるものを含む。）に

おける通常の取扱いを意味し、当該法人等において公にしていないことだけで

は足りない。 

公にしないとの条件を付すことの合理性の判断に当たっては、情報の性質に

応じ、当該情報の提供当時の諸般の事情を考慮して判断するが、必要に応じ、そ

の後の変化も考慮する。公にしないとの条件が付されていても、現に当該情報が

公にされている場合には、本規定には該当しない。 


